
学校保健 
(1) 学校保健委員会規約 

                                                        
第１章 名  称  

 
第１条 この会は，鹿児島県立指宿特別支援学校保健委員会（以下「本会」と略称する）

と称し，事務局を鹿児島県立指宿特別支援学校に置く。                              
                                                                             

               第２章 目的及び活動  
 
第２条 本会は，校長の諮問に応じて，児童生徒，職員の健康を保持増進するために，

学校，保護者，独立行政法人国立病院機構指宿医療センター，地域社会が緊密に連携
し，学校保健に関する問題を審議し，その活動を促進することを目的とする。       
    

第３条 本会は，前条の目的を達成するために，次の活動を行う。                    
（1)  学校保健に関して，校長の諮問事項を審議する。  
 (2)  健康診断，健康相談，疾病の予防と治療，学校行事の保健的配慮，校外における

健康生活，環境整備，環境衛生，精神衛生等について問題点を協議し，実践計画を
立案する。                  

 (3) 児童生徒の保健活動の支援や意識啓発を図る。               
（ 4) 保健関係各部門の連絡調整を図る。                                    
 

第３章 組  織  
 
第４条 本会は，次の委員をもって組織する。委員は校長が委嘱する。  
 (1) 学校代表  校長，教頭，事務長，教務主任，自立活動主任，学部主事  
         保健主任，保健体育主任，養護教諭，栄養教諭，児童生徒代表（保

健美化委員長，副委員長）                      
  (2) 保護者代表   執行部（会長，副会長）   
         専門部部長,副部長（研修・保健・厚生）                  
 (3) 医療機関    学校医（内科医，眼科医，耳鼻科医），学校歯科医，学校薬剤師  

(4) その他関係機関  
２ 議題によっては，前条以外の者を委員（含児童生徒代表）として臨時に加えること

ができる。  
第５条 本会に次の役員を置く。                                
 (1) 委員長 1 名(保健主任),副委員長 2 名(学校代表：教頭，保健部部長）,書記 1 名  

(2) 委員長及び副委員長は，委員の中から選出し，書記は委員長が委嘱する。  
 (3) 委員長は，本会を運営統括する。   

(4) 副委員長は委員長を補佐し，委員長が不在の場合は任務を代行する。  
(5) 書記は，本会の議事を記録する。  

 (6) 役員の任期は１年間とし，再任を妨げない。  
 

第４章 運  営  
 
第６条 本会は，委員長が招集し，原則として年２回開催する。ただし必要に応じて臨

時に開催できる。                                                        
第７条 委員長は，会議の議長を委嘱する。                                         
第８条 本会は，委員の過半数の出席をもって成立し，議決は出席者の過半数の賛意を

得て成立する。  
第９条 本会の決議事項の実施を促進し，なお，必要によっては適宜協議実施するため

の小委員会を設ける。  
第 10 条 本会に次の帳簿を置き，委員長はその管理に当たる。  

学校保健委員会規約，名簿，記録簿等  
 

第５章  改  正  
 
第 11 条  この規約は，本会の議決によって改正することができる。  
附 則  
 １ この規約は，平成１２年４月１日から施行する。                               

２ この規約は，平成１４年４月１日から改正施行する。  
 ３ この規約は，平成１６年６月３０日から改正施行する。                          

４ この規約は，平成１７年７月４日から改正施行する。  
５   この規約は，平成１８年７月５日から改正施行する。  

 ６ この規約は，平成１９年７月４日から改正施行する。  
 ７ この規約は，平成２８年７月６日から改正施行する。  
 ８ この規約は，平成２９年７月 12 日から改正施行する。  

９ この規約は，令和２年４月１日から改正施行する。 
10 この規約は，令和５年４月１日から改正施行する。  



（２） 令和６年度 学校保健年間計画
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

目標 ◎規則正しい生活をしよう ◎自分の健康について ◎むし歯にならないようにしよう ◎夏を元気に過ごそう ◎夏を元気に過ごそう ◎体を清潔にしよう

チェックしよう

・健康観察の要領の確認 ・歯科健診 ・耳鼻科健診 ・歯と口の健康週間 ・熱中症予防

・内科健診 ・結核健診 ・眼科健診 ・尿検査（二次）・梅雨期の健康管理 ・学校保健委員会 ・ダニアレルゲン検査 ・夏季休業中の健康状態の把握

保 ・身体計測（身長，体重，視力，聴力） ・内科検診（運動会前，水泳学 ・手洗い指導 ・嘔吐物処理研修，てんかん対 ・教室等の空気環境検査 ・修学旅行前 ,宿泊学習前健康診断

健 ・心臓検診 ・尿検査（一次） 習 前健康診断を含む） ・学校安全対策委員会（感染症対策） 応研修（隔年交互に実施。R6 (室内空気中化学物質検査） ・身体計測（身長，体重）

指 ・胸部レントゲン撮影 ・心肺蘇生法実技研修 ・プール水水質検査 は嘔吐物処理研修）

導 ・健康診断の事後措置 ・歯みがき指導 ・夏季休業中の健康管理

・あいうべ体操

・健康診断の事後措置 ・飲料水水質検査

・体重測定

安 ・年間計画・ネームカード配布 ・交通安全教室 ・夏季休業中の安全指導 ・屋外固定施設の点検

全
・捜索訓練 （交通事故防止，水難事故防 ・不審者侵入時対応訓練

指
・校舎及び周辺の危険箇所点検 止）・防犯教室 ・緊急時対応マニュアルの見

導
・屋外固定施設の点検 直し・作成

・安全点検（毎月１回）

・年間計画 ・プール掃除 ・職員作業 ・清掃用具の点検・整備 ・校内・周辺の草刈り ・校内の除草

緑 ・清掃用具の点検及び配布 ・モップの洗濯 ・草花の育苗 ・学級園の苗植え

化 ・清掃区域，花壇の割り当て ・職員作業 ・職員作業

清 ・学級園の苗植え

掃 ・温室の管理

・芝刈り

・職員作業計画

《給食について知り，きまりを守ろう》 《給食のきまりを守り，楽しい食事にしよう》 《衛生に気をつけよう》 《よくかんでしっかり食べよう》 《すききらいをしないで食べよう》

・年間計画（食に関する指導） ・こどもの日メニュー ・セレクト給食 ・七夕メニュー ・給食室，食堂の消毒

給 ・祝入学メニュー ・給食指導個人カルテの入力 ・梅雨期の衛生管理 ・小学部リクエスト給食 ・給食室，食堂の床清掃及び

食 ・給食指導に関する環境整備 ・定期衛生検査 ・地場産物活用調査 ・食育だより発行 清掃（業者委託）

指 ・学校給食運営委員会 ・食育月間 ・備蓄品の補充

導 ・定期衛生検査（学校薬剤師）

・食事指導職員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

・給食検討会（月 1 回）

・食育の日（毎月 19 日）

防 ・年間計画 ・避難訓練（火災）・消火訓練 ・消防設備点検

火 ・火気戸締まり責任者決定 （機器点検 ：業者委託）

防 ・防火防災計画 ・消火栓取り扱い研修

災 ・防火防災組織表作成

・消防用設備点検（毎月１回） （台風対策） （台風対策） （台風対策）

・体力テストの実施 ・運動会 ・水泳指導 ・特別支援学校サッカー大会

体 ・運動会計画・準備 ・運動会練習の指導 ・プールの管理

育 ・県障害者スポーツ大会 ・プール管理委員会

指 ・プール掃除

導 ・体育施設設備の点検・整備

・グラウンドの管理

・体育館の管理

医 ・看護師との連携

療 ・新規，継続手続き ・医ケア児共通理解の会 ・主治医への報告書作成

的 ・医療的ケア校内委員会

ケ ・緊急時対応シュミレーション（関係者）

ア



１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

目標 ◎目を大切にしよう ◎衣服の調整をしよう ◎感染症にかからないように ◎食事，運動，睡眠を整えよう ◎ストレスに負けない ◎健康な生活が送れたか

気を付けよう 元気な心にしよう 反省しよう

・照度検査 ・衣服の調節指導 ・冬季休業中の健康管理 ・学校保健委員会 ・１年間の反省

保 ・目の愛護週間 ・健康相談（小児科） ・教室等の空気環境検査 ・次年度定期健康診断実施

健 ・宿泊学習 ,修学旅行前健康診断 (温度・湿度・二酸化炭素濃度） ・冬季休業中の健康状態の把握 計画等の作成

指 ・性教育授業実践月間 ・身体計測（身長，体重） ・次年度諸帳簿の準備

導 ・健康観察の強化

・手洗い，うがいの励行

・かぜ，インフルエンザ予防

・体重測定 ・あいうべ体操 ・あいうべ体操 ・体重測定 ・あいうべ体操

安 ・冬季休業中の安全指導 ・屋外固定施設の点検 ・年間反省

全 (交通事故防止，危険な遊びの防止） ・来年度の準備

指 ・緊急時対応マニュアルの見直 ・ネームカード回収

導 し・作成

・安全点検（毎月１回）

・芝刈り ・モップの洗濯 ・清掃用具の点検・整備 ・儀式用草花準備

・校内の除草 ・清掃用具の点検・整備 ・農具の点検・整備 ・年間反省

緑 ・草花の育苗

化 ・来年度の準備

清 （年度末大掃除）

掃 ・モップの洗濯

・温室の管理

・職員作業計画

《食べ物の働きや秋収穫の食べ物を知 《感謝の気持ちをもって食べよう》 《冬を元気に過ごせる体をつくろう》 《地域の産物や郷土料理を知ろう》 《食べ物の働きや栄養を考え 《自分の食生活を振りかえろ

ろう》 て食べよう》 う》

・中学部リクエスト給食 ・訪問衛生検査 ・クリスマスメニュー ・学校給食週間（鹿児島をまるごと ・節分メニュー ・ひな祭りメニュー

給 ・秋の収穫物を使ったメニュー （セレクト給食） 味わう学校給食週間） ・セレクト給食 ・祝卒業スイーツバイキング

食 ・食育だより発行 ・給食室，食堂の消毒（業者委託） ・郷土料理メニュー ・受験生応援メニュー ・卒業生リクエスト給食

指 ・定期衛生検査 ・食育だより発行 ・地場産物を活用したメニュー ・定期衛生検査 ・個人カルテの入力（評価）

導 ・（給食試食会） ・地場産物活用調査 ・食育だより発行 ・給食に関する調査

・十五夜メニュー ・高等部リクエスト給食 ・年間反省，来年度の準備

・給食運営委員会 ・給食室，食堂の消毒（業者委託）

・給食検討会（月 1 回）

・食育の日（毎月 19 日）

防 ・避難訓練（地震） ・災害時引き渡し訓練（３年ごと ・消防設備点検（総合点検：業 ・年間反省

火 ・防火防災に関する掲示活動 実施。R4 は実施。） 者委託） ・来年度の準備

防 ・非常食給食

災 ・消防用設備点検（毎月１回）

・南薩地区障害者スポーツ大会 ・友愛駅伝大会 ・県特別支援学校対抗バスケットボ ・年間反省

体 （手をつなぐ育成会スポーツ大会） ール大会 ・来年度の準備

育 ・体育施設設備の点検・整備

指 ・グラウンドの管理

導 ・体育館の管理

医 ・看護師との連携

療 ・主治医への報告書作成 ・新規継続手続き準備 ・主治医への報告書作成

的 ・医療的ケア校内委員会

ケ

ア


